
摂津市狭あい道路拡幅整備等助成金交付要綱  

 

(趣旨 ) 

第１条 この要綱は、建築主等に対し狭あい道路の拡幅整備等に係る費用を助成する

ことにより、市民生活の利便性の向上、良好な居住環境の形成及び災害時における

安全確保に資することを目的とする。 

 

（用語の定義）  

第２条  この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に          

定めるところによる。  

(1)  狭 あ い 道 路  道 路 有 効 幅 員 が ４ メ ー ト ル 未 満 の 道 路 の う ち 、 市  

道（道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第１項に規定する道

路をいう。）、法定外道路（摂津市法定外公共物の管理に関する条例（平

成１６年摂津市条例第３０号）第２条に規定する道路をいう。）及び

市長が地域の生活環境を改善するため特に必要と認める道路をいう。 

(2) 開発行為 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第４条第１２項及び建築

基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下「法」という。）第４２条第１項第５号

に規定する道路の位置指定を受けようとする行為をいう。 

(3) 建築行為 法第２条第１３号、第１４号及び第１５号に規定する行為をいう。 

(4) 後退用地 敷地境界線と狭あい道路の中心線から水平距離２．４メートルの線

又は敷地境界線と狭あい道路の対側境界線から水平距離４．４メートルの線との

間に存在する土地（側溝を含む。）をいう。 

(5) 隅切り用地 大阪府建築基準法施行条例（昭和４６年大阪府条例第４号）第５

条の規定により角敷地（敷地の二方又は三方が道路に接し、当該道路等のいずれ

かが狭あい道路である敷地をいう。）の建築制限を受ける部分の土地（側溝を含

む。）をいう。 

(6) 拡幅用地 後退用地及び隅切り用地をいう。 

(7) 整備 拡幅用地を一般の通行の用に供するために、拡幅用地に存在する建築物

に附属する門、塀又は擁壁等を除去し、側溝を築造し及び舗装を行い、通行に支

障のない状態にすることをいう。 

(8) 建築主等 狭あい道路に接する土地において開発行為又は建築行為をする者

（土地の所有者、管理者又は占有者を含む。）及び拡幅用地について、この要綱に

定める整備を行う者をいう。 

(9) 分筆 拡幅用地を公衆用道路として登記するため建築敷地から分割し、地目変

更することをいう。 

(10) 寄附 建築主等が拡幅用地の整備を行い、これを分筆し、市に所有権を移転

することをいう。 

(11) 無償使用 建築主等が拡幅用地の所有権を保有し、整備を行い、市道等とし

て市が無償で使用し、又は維持管理することをいう。 

 



(助成金又は奨励金の対象) 

第３条 市長は、拡幅用地の寄附を行う目的で測量分筆登記及び道路の拡幅整備を行

った建築主等を対象としてその費用を助成するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、市長は、やむを得ない理由があると認める場合は、拡

幅用地について、無償使用契約を締結し、測量分筆登記及び道路の拡幅整備等の費

用の一部を助成するものとする。 

３ 市長は、法第４２条に規定する道路と法第４３条第２項第２号の規定による許可

に係る通路（以下「通路」という。）に２以上接する敷地で、通り抜けができる通

路を拡幅整備する費用を助成するものとする。ただし、角敷地にあっては隅切り用

地内に建築物及び工作物を建築しない場合で、かつ、通り抜けができる通路である

ことに限る。 

 

 (助成金の額 ) 

第４条  助成金の額は、別表第１及び別表第２により算出した額の範囲内

とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。  

２  助成金の額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものと

する。  

３  この要綱又は他の制度に基づき同種の助成を受けたことがある とき

は、助成金の額を減額することができる。  

 

 (助成金の交付申請 ) 

第５条  助成金の交付を受けようとする者は、狭あい道路拡幅整備等助成

金等交付申請書（様式第 1 号）に次に掲げる書類を添付して市長に申請

しなければならない。  

(1)  摂 津 市 狭 あ い 道 路 の 拡 幅 整 備 等 に 関 す る 要 綱 第 ４ 条 第 １ 項 の 事

前協議書の写し  

(2) 位置図  

(3) 拡幅用地の現況を示す図面及び写真  

(4)  狭あい道路整備計画を示す図面（平面図、断面図等）  

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類  

２  前項の規定にかかわらず、やむを 得ない理由があると市長が認める場

合は、同項に掲げる書類の一部を添付しないことができる。  

 

（助成金の受理決定）  

第６条  市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査

し、助成対象に該当するときは、狭あい道路拡幅整備等助成金 等申請受

理決定通知書（様式第２号）により申請者に通知するものとする。  

 

(助成金の変更交付申請 ) 

第７条  前条の規定による通知を受けた者（以下｢被交付者｣という。）は、
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狭あい道路 拡幅整 備等助成金 等の申 請内容を変 更する 必要が生じ たと

きは、狭あい道路拡幅整備等助成金等変更交付申請書（様式第３号）を

市長に提出しなければならない。  

 

 

（奨励金の額）  

第８条  奨励金の額は、別表第３に定めるとおりとする。  

 

（奨励金の交付申請）  

第９条  奨励金の交付を受けようとする者は、狭あい道路拡幅整備等 助成

金等交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添付して市長に申請

しなければならない。  

(1)  摂 津 市 狭 あ い 道 路 の 拡 幅 整 備 等 に 関 す る 要 綱 第 ４ 条 第 １ 項 の 事

前協議書の写し  

(2) 位置図  

(3) 拡幅用地の現況を示す図面及び写真  

(4) 狭あい道路整備計画を示す図面（平面図、断面図等）  

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類  

２  前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由があると市長が認める場

合は、同項に掲げる書類の一部を添付しないことができる。  

 

 

（奨励金の受理決定）  

第１０条  市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審

査し、交付対象に該当するときは、狭あい道路拡幅整備等助成金等申請

受理決定通知書（様式第２号）により申請者に通知するものとする。  

 

(奨励金の変更交付申請 ) 

第１１条  前条の規定による通知を受けた者（以下｢被交付者｣という。）

は、狭あい道路拡幅整備等奨励金等の申請内容を変更する必要が生じた

ときは、狭あい道路拡幅整備等助成金等変更交付申請書（様式第３号）

を市長に提出しなければならない。  

 

 

（検査）  

第１２条  被交付者は、拡幅整備等が完了したときは、狭あい道路拡幅整

備等完了報告書（様式第４号）に、次の各号の区分に応じ、当該各号に

掲げる書類を添えて、市長に提出し、検査を受けなければならない。  

(1) 第３条第１項及び第３項の規定による助成の場合  

 ア  拡幅整備等に要した費用及び支払額等を証する書類  
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 イ  用地寄附申出書に記載する登記に必要な書類  

(2) 第３条第２項の規定による助成の場合  

ア  拡幅整備等に要した費用及び支払額等を証する書類    

イ  土地使用貸借契約書  

ウ  地積図又は求積図  

エ  土地登記簿謄本等関係書類  

 

（助成金の交付）  

第１３条  市長は、前条の規定による検査の結果が適正と認めるときは､

当該提出者に狭あい道路拡幅整備等助成金等交付決定通知書（様式第５

号）により通知するものとする。  

２  被交付者は前項の規定による通知を受けたときは、狭あい道路拡幅整

備等助成金等請求書（様式第６号）により助成金の交付を市長に請求し

なければならない。  

 

（奨励金の交付）  

第１４条  市長は、第１２条の規定による検査の結果が適正と認めるとき

は､当該提出者に狭あい道路拡幅整備等 助成金等交付決定通知書（様式

第５号）により通知するものとする。  

２  被交付者は前項の規定による通知を受けたときは、狭あい道路拡幅整

備等助成金等請求書（様式第６号）により奨励金の交付を市長に請求し

なければならない。  

 

 (受理決定の取り消し等 ) 

第１５条  市長は、被交付者が、次の各号のいずれかに該当すると認める

ときは、助成金又は奨励金の申請の受理決定を取り消し、既に助成金又

は奨励金が交付されているときは、その全部又は一部を返還させるもの

とする。  

(1) 虚偽その他不正な手段により申請したとき。  

(2)この要綱の規定に違反したとき。  

(3)その他市長が不適当と認めたとき。  

 

 (委任 ) 

第１６条  この要綱に定めるもののほか必要な事項は、建設部長が定める。 

 

附  則  

(施行期日 ) 

１  この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。  

附  則  

(施行期日 ) 



この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。  

(適用区分 ) 

２  改正後の摂津市狭あい道路拡幅整備等助成金交付要綱（以下「新要綱」

という。）の規定は、この要綱の施行の日以後に行われた新要綱第６条

の規定による受理決定に係る助成金の交付について適用し、同日前に行

われた改正前の摂津市 狭あい道路拡幅整備等助成金交付要綱第６条の

規定による交付決定に係る助成金の交付については、なお 従前の例によ

る。  

附  則  

(施行期日 ) 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。  

(適用区分 ) 

２  改正後の摂津市狭あい道路拡幅整備等助成金交付要綱（以下「新要綱」

という。）の規定は、この要綱の施行の日以後に行われた新要綱第４条

の規定による助成金の額について適用し、同日前に行われた改正前の摂

津市狭あい道路拡幅整備等助成金交付要綱第４条の規定による助成金

の額については、なお従前の例による。  



別表第１(第４条関係)    

助成金の標準単価 

助  成  区  分  標  準  単  価  備考  

測量  分筆登記等に係る費用  １ 件 につ き ５ ０ ０ ,０ ０ ０ 円  
 

整備  

舗装工事費  １ ㎡ につ き  １ １ ，０ ０ ０ 円  
 

Ｌ型側溝工事費  １ ｍ につ き  １ ６ ，０ ０ ０ 円  

Ｕ型側溝工事費  １ ｍ につ き  ２ ３ ，０ ０ ０ 円  

集水桝(Ｌ型)工事費 

取付管あり 
１ 箇 所に つ き  

  ９６ ，０ ０ ０ 円  

取付管なし 
１ 箇 所に つ き  

  ４６ ，０ ０ ０ 円  

集水桝(Ｕ型)工事費 

取付管あり 
１ 箇 所に つ き  

 １ ０５ ，０ ０ ０ 円  

取付管なし 
１ 箇 所に つ き  

  ５５ ，０ ０ ０ 円  

工作物の撤去又は

新設  

門扉・フェン

ス等の撤去

新設費用 

１箇所につき上限 

２００，０００円 

 

備考  1．舗装面積、側溝延長等の数値に小数点以下第１位未満の端数が

あるときは、これを切り捨てるものとする。  

２．舗装工事の路盤は再生粒度調整砕石（ＲＭ -25）  ｔ =20ｃｍ、

舗装は再生密粒度アスファルトコンクリート（ Ａｓ）ｔ =５ｃｍと

する。  

３．側溝及び集水桝の構造は摂津市開発協議基準（平成 ２５年５月

１日制定）に基づく。  

４．取付管は塩化ビニル管ＶＵφ１５０ｍｍとし、集水桝から本管

までとする。  



別表第２(第４条関係) 

    助 成 率 

区   分  分筆登記  舗装整備  側溝整備  管渠整備  

１  道 路 部 分 及 び

側 溝 部 分 の 全 て

寄附  

 

分筆登記費

×(10/10) 

標準工事費

×(10/10) 

標準工事費

×(10/10) 

標準工事費

×(10/10) 

２  道 路 部 分 の 寄

附 及 び 側 溝 部 分

の無償使用契約  

分 筆 登 記 費

×(10/10) 

標 準 工 事 費

×(10/10) 

標 準 工 事 費

×(10/10) 

標 準 工 事 費

×(10/10) 

３  道 路 部 分 の 寄

附 及 び 側 溝 部 分

の自主管理  

 
標 準 工 事 費

×(10/10) 

標 準 工 事 費

×(1/2) 

標 準 工 事 費

×(1/2) 

４  道 路 部 分 及 び

側 溝 部 分 の 全 て

無償使用契約  

 
標 準 工 事 費

×(10/10) 

標 準 工 事 費

×(10/10) 

標 準 工 事 費

×(10/10) 

５  道 路 部 分 の 無

償 使 用 契 約 及 び

側 溝 部 分 の 自 主

管理  

 
標 準 工 事 費

×(10/10) 

標 準 工 事 費

×(1/2) 

標 準 工 事 費

×(1/2) 

備考１ .標準工事費は、標準単価に数量を乗じて得た額又は見積価格 （消

費税抜き )を比較し安価な額により算定する。  

  ２ .舗装面積、側溝築造等の数値に小数点以下第１位未満の端数があ

るときは、これを切り捨てるものとする。  

  ３．分筆登記費は、標準単価と見積価格 (消費税抜き )を比較し安価な

額とする。２件以上の場合は、標準単価に件数を乗じて得た額又は

見積価格 (消費税抜き )を比較し安価な額とする。  



別表第３（第８条関係）  

区分  奨励金額  

法第４２条第２項に規定する道路等

又は法第４３条第２項第２号の規定

による許可に係る通路に接している

後退用地を２面以上寄附した場合  

それぞれの後退用地が接する道路等

の固定資産税路線価に、それぞれの

後退用地の面積を乗じた額  

隅切り用地を寄附した場合  当該隅切り用地が接する道路の固定

資産税路線価の平均額に隅切り用地

の面積を乗じた額  

建築主等が、開発行為又は建築行為を行う

敷地まで至る狭あい道路を拡幅整備する場

合で、狭あい道路整備に寄与するものと市

長が認めるものを施行した場合 

それぞれの後退用地が接する道路等の固定

資産税路線価の額にそれぞれの後退用地の

面積を乗じた額とし、現に道路として使用

されている部分については、固定資産税路

線価の額に１０分の１を乗じた額に後退用

地の面積を乗じた額 

備考１．この表における面積の単位は、平方メートルとし、小数点第３位

以下の端数があるときは、これを切り捨てる。  

２．この表の区分の欄に定める場合の区分に応じて、それぞれ同表奨

励金額の欄に定める計算方法により算出された額（以下「算出さ

れた額」という。）に１，０００円未満の端数があるときは、こ

れを切り捨てる。  



１  道路部分及び側溝部分の全て寄附  

   道路中心線            平 面 図 

   現況道路敷      道路後退線 

           道路整備  側溝整備 

         敷               分筆線 

         地 

         境       

         界             申請地 

         線 

 

                  断 面 図 

                      申請地 

   道路中心線     寄附 

         2.00m     0.40m 

           

                    分筆線 

 

 

 

 

２  道路部分の寄附及び側溝部分の無償使用契約  

   道路中心線          平 面 図 

   現況道路敷      道路後退線 

           道路整備 側溝整備 

         敷              分筆線 

         地 

         境        

         界 

         線             申請地   

 

                  断 面 図 

                      申請地 

          寄附  無償使用契約  

         2.00m     0.40m 

           

                    分筆線 

 

 

 



３  道路部分の寄附及び側溝部分の自主管理  

   道路中心線          平 面 図 

   現況道路敷      道路後退線 

           道路整備  側溝整備 

         敷              分筆線 

         地 

         境      

         界              申請地 

         線 

 

                  断 面 図 

                     申請地 

          寄附   自主管理 

         2.00m     0.40m 

           

                    分筆線 

 

 

 

 

４  道路部分及び側溝部分の全て無償使用契約  

   道路中心線          平 面 図 

   現況道路敷      道路後退線 

           道路整備  側溝整備 

         敷             分筆線 

         地 

         境        

         界 

         線              申請地 

    

                  断 面 図 

                     申請地 

無償使用契約 無償使用契約 

         2.00m     0.40m 

           

                    分筆線 

 

 

 

 



５  道路部分の無償使用契約及び側溝部分の自主管理  

   道路中心線         平 面 図 

   現況道路敷      道路後退線 

           道路整備 側溝整備 

         敷              分筆線 

         地 

         境      

         界             申請地 

         線 

 

                  断 面 図 

                      申請地 

         無償使用契約 自主管理 

         2.00m     0.40m 

           

                   分筆線 

 

 

 

 



様式第 1 号  

狭あい道路拡幅整備等助成金等交付申請書  

          令和   年   月   日  

摂津市長          様  

 

申請者  住   所  

氏   名           

電話番号    

 

狭あい道路整備等助成金又は奨励金の交付を受けたいので、摂津市

狭あい道路拡幅整備等助成金交付要綱第５条第１項又は第９条第１

項の規定に基づき､下記のとおり関係書類を添えて、助成金の交付を

申請します。  

記  

申請地番 摂津市 

申請地の面積                           ㎡ 

前面道路の種類 １ 市道        号線  ２ 法定外公共物  ３ その他 

整備の内容 道路      ㎡、側溝      ｍ、隅切り用地      ㎡ 

助成の内容 

（該当の項目に〇印を

つけてください。） 

１ 測量業務 （分筆登記等）  ２ 舗装工事  

３ 側溝工事  （Ｌ型側溝 Ｕ型側溝） 

４ 集水桝工事 （取付管工事  有 ・ 無 ） 

５ 工作物の撤去新設 

助成金の区分 

（該当の項目に〇印を

つけてください。） 

１ 道路部分及び側溝部分の全て寄附 

２ 道路部分の寄附及び側溝部分の無償使用契約 

３ 道路部分の寄附及び側溝部分の自主管理 

４ 道路部分及び側溝部分の全て無償使用契約 

５ 道路部分の無償使用契約及び側溝部分の自主管理 

６ 工作物の撤去新設 

奨励金の区分 

（該当の項目に〇印をつ

けてください。） 

１ 法第４２条第２項に規定する道路等又は法第４３条第２項第２号

の規定による許可に係る通路に接している後退用地を２面以上寄附 

２ 隅切り用地を寄附 

３ 建築主等が、開発行為又は建築行為を行う敷地まで至る狭あ

い道路を拡幅整備 

予定工事期間 令和   年   月   日～令和   年   月   日 

完了予定日 令和   年   月   日 

添付書類 

事前協議書の写し・位置図・拡幅用地の現況を示す図面及

び写真・狭あい道路整備計画を示す図書（平面図・断面図等）・

その他市長が必要と認める書類  (         )  



助成金又は奨励金交付申請額の内訳表 

区 分 数 量 単位 単  価 申 請 額 助成率 助成等額 備  考 

測

量 

業

務 

分 筆 登 記

などの費用 

    式     円 円    ％      円  

小  計 
       

整 

 

備 

 

工 

 

事 

舗装工事 

 

 ㎡      

側溝(L 型)

工事 

 ｍ      

側溝(U 型)

工事 

 ｍ      

集 水 桝 工

事（取付管

あり） 

 箇所      

集 水 桝 工

事（取付管

なし） 

 箇所      

工 作 物 の

撤去新設 

 箇所      

後退用地を

２面以上の

寄附 

 ㎡      

隅切り用地

の寄附 

 ㎡      

至る狭あい

道路整備

の後退用

地 

 ㎡      

至る狭あい

道 路 整 備

の 後 退 用

地(現道) 

 ㎡      

小  計 
  

 

     

 

 

合 計 金 額 

 

    

 



様式第２号  

摂〇〇第       号  

  令和   年   月   日  

様  

 

 

    摂津市長            

 

狭あい道路拡幅整備等助成金等申請受理決定通知書  

 

 令和   年   月   日付けで申請のあった狭あい道路拡幅整備

等助成金又は奨励金の交付について下記のとおり受理することに決

定したので、摂津市狭あい道路拡幅整備等助成金交付要綱第６条又

は第１０条の規定に基づき通知します。  

 

記  

 

受 理 番 号 
 

 

受理決定者 

住所  

氏名  

助成金の区分 

 

１ 道路部分及び側溝部分の全て寄附 

２ 道路部分の寄附及び側溝部分の無償使用契約 

３ 道路部分の寄附及び側溝部分の自主管理 

４ 道路部分及び側溝部分の全て無償使用契約 

５ 道路部分の無償使用契約及び側溝部分の自主管理 

６ 工作物の撤去新設 

奨励金の区分 

 

１ 法第４２条第２項に規定する道路等又は法第４３条第２項第２

号の規定による許可に係る通路に接している後退用地を２面以上

寄附 

２ 隅切り用地を寄附 

３ 建築主等が、開発行為又は建築行為を行う敷地まで至る狭

あい道路を拡幅整備 



様式第３号  

狭あい道路拡幅整備等助成金等交付変更申請書  

令和   年   月   日  

摂津市長          様  

 

申請者  住   所  

氏   名            

電話番号    (   ) 

 

令和   年   月   日付けで提出した狭あい道路拡幅整備等助

成金等交付申請書の内容を下記のとおり変更したいので、摂津市狭

あい道路拡幅整備等助成金交付要綱第７条又は第１１条の規定に基

づき､下記のとおり申請します。  

記  

申請地番 摂津市 

申請地の面積                           ㎡ 

前面道路の種類 １ 市道        号線  ２ 法定外公共物  ３ その他 

整備の内容 道路      ㎡、側溝      ｍ、隅切り用地      ㎡ 

助成の内容 

（該当の項目に〇

印をつけてくださ

い。） 

１ 測量業務 （分筆登記等）  ２ 舗装工事  

３ 側溝工事  （Ｌ型側溝 Ｕ型側溝） 

４ 集水桝工事 （取付管工事  有 ・ 無 ） 

５ 工作物の撤去新設 

助成金の区分 

（該当の項目に〇

印をつけてくださ

い。） 

１ 道路部分及び側溝部分の全て寄附 

２ 道路部分の寄附及び側溝部分の無償使用契約 

３ 道路部分の寄附及び側溝部分の自主管理 

４ 道路部分及び側溝部分の全て無償使用契約 

５ 道路部分の無償使用契約及び側溝部分の自主管理 

６ 工作物の撤去新設 

奨励金の区分 

（該当の項目に〇印

をつけてください。） 

１ 法第４２条第２項に規定する道路等又は法第４３条第２項第２号の

規定による許可に係る通路に接している後退用地を２面以上寄附 

２ 隅切り用地を寄附 

３ 建築主等が、開発行為又は建築行為を行う敷地まで至る狭あい

道路を拡幅整備 



助成金又は奨励金変更交付申請額の内訳表 

区 分 数 量 単位 単  価 申 請 額 助成率 助成等額 備  考 

測

量 

業

務 

分 筆 登 記

などの費用 

    式     円 円    ％      円  

小  計 
       

整 

 

備 

 

工 

 

事 

舗装工事 

 

 ㎡      

側溝(L 型)

工事 

 ｍ      

側溝(U 型)

工事 

 ｍ      

集 水 桝 工

事（取付管

あり） 

 箇所      

集 水 桝 工

事（取付管

なし） 

 箇所      

工 作 物 の

撤去新設 

 箇所      

後退用地を

２面以上の

寄附 

 ㎡      

隅切り用地

の寄附 

 ㎡      

至る狭あい

道路整備

の後退用

地 

 ㎡      

至る狭あい

道 路 整 備

の 後 退 用

地(現道) 

 ㎡      

小  計 
  

 

     

 

 

合 計 金 額 

 

    

 



様式第４号  

狭あい道路拡幅整備等完了報告書  

令和   年   月   日  

 

摂津市長        様  

 

 

申請者  住   所  

氏   名            

電話番号    (   ) 

 

 

令和  年  月  日付摂建道管第   号により助成金又は奨励金の申請の

受理決定通知があった拡幅整備工事が完了したので、摂津市狭あい道路拡幅整

備等助成金交付要綱第１２条の規定に基づき、関係書類を添えて報告し

ます。  

 

記  

申請地番 摂津市 

整備期間 令和  年  月  日～令和  年  月  日 

完了日 令和  年  月  日 

事業費 

                      円 

 内訳  測量費（分筆・登記）       円 

     整備工事費            円 

事業内容 

測量等 内訳    分 筆          ㎡ 

登 記          ㎡ 

整備 内訳     舗装面積         ㎡ 

       側溝延長         ｍ 

       集水桝          箇所 

       工作物          箇所 

後退用地寄附 内訳 ２面以上後退       ㎡ 

          隅切り用地        ㎡ 

          至る狭あい道路       ㎡ 

          至る狭あい道路現道     ㎡ 

添付書類 

位置図、平面図、断面図、道路構造図、地籍図又は求積図、写真、

拡幅整備等に要した費用及び支払額を証する書類（見積書、請求

書及び領収書等） 

 



様式第５号  

                   摂〇〇第         号  

                 令和   年   月   日   

様  

 

 

      摂津市長           

 

 

狭あい道路拡幅整備等助成金等交付決定通知書  

 

令和   年   月   日付けで提出のあった狭あい道路拡幅整備

等完了報告書を審査した結果、狭あい道路拡幅整備等助成金等の交

付金額が決定したので、摂津市狭あい道路拡幅整備等助成金交付要

綱第１３条第１項及び第１３条第 1 項又は第１４条第１項の規定に

基づき通知します。  

 

 

記  

 

助成金の額                 円 

 

奨励金の額                 円 



様式第６号 

狭あい道路拡幅整備等助成金等請求書  

 令和  年  月  日 

 

摂津市長          様 

請求者 住 所 

             氏 名            ㊞ 

 

 

金 額 
百 十 万 千 百 十 円 

 
      

 

ただし、狭あい道路拡幅整備等助成金又は奨励金  

 

上記の金額を請求します。 

助成金又は奨励金は、下記の口座へ振り込んでください。 

 

金融機関 

銀行・信用金庫 

          支店 

口 座 名 普  通  ・  当  座 

口座番号 
 

口座名義人
フ リ ガ ナ

 
 



土 地 使 用 貸 借 契 約 書 

 

摂津市(以下「甲」という。)と        (以下「乙」という。)とは、

摂 津 市 狭 あ い 道 路 拡 幅 整 備 等 助 成 金 交 付 要 綱 (平成２０年摂土道第                    

１２１３号)第３条第２項の規定に基づき、土地を使用貸借することについて、

次のとおり契約を締結する。 

 

（使用物件） 

第１条  乙は、その所有する次に表示の土地(以下「土地」という。)を甲に無

償で貸し付け、甲はこれを借り受ける。 

所 在 地 地 番 地 目 地 積(㎡) 備 考 

     

     

     

（用途） 

第２条 甲は、土地を道路法(昭和２７年法律第１８０号)第３条又は摂津市法定

外公共物の管理に関する条例(平成１６年摂津市条例第３０号。以下「条例」

という。) 第２条に規定する道路の敷地として使用し、それ以外の用途には

使用しないものとする。 

（使用貸借の期間） 

第３条 使用貸借の期間は、本契約の締結の日から土地を前条の用途に使用し

なくなる日までとする。 

（権利の譲渡の禁止） 

第４条 甲は、本契約により生ずる貸借権を譲渡し、又は転貸してはならない。 

 ただし、乙の承認を得た場合は、この限りでない。 

（貸借物件の譲渡時の措置） 

第５条 乙は、貸借期間中に土地を第三者に譲渡するときは、あらかじめ甲の

同意を得た上、当該第三者に本契約に定める甲の権利及び義務を承継させな

ければならない。 

（私権の制限） 

第６条 乙は、土地について道路法及び条例に基づく私権の制限を受けること

を承諾するものとする。 

（使用上の権限） 

第７条 土地内の占用物件について、甲は、摂津市道路占用規則(平成１２年摂

津市規則第２２号)等に基づき処理するものとし、乙はその処理を承諾するも

のとする。 

（維持管理等） 

第８条 土地の維持、管理等に要する費用は、甲が負担するものとする。 

 

S
a

m
p

le
 



（契約の解除） 

第９条 乙は、甲が本契約に定める義務を履行しないときは、本契約を解除す

ることができる。 

（返還） 

第１０条 甲は、土地の貸借期間が満了したとき又は前条の規定により本契約

を解除されたときは、甲の費用をもって土地を原状に回復して乙に返還しな

ければならない。ただし、乙が認める場合は、この限りでない。 

(信義則) 

第１１条 甲と乙とは、信義を重んじ、誠実に本契約を履行しなければならな

い。 

(疑義の決定) 

第１２条 本契約に関し定めのない事項及び疑義が生じたときは、甲乙協議し

て定めるものとする。 

 

本契約の締結を証するため、本契約書を２通作成し、甲乙記名押印のうえそ

れぞれ１通を保有するものとする。 

 

令和  年  月  日 

 

甲  摂津市三島１丁目１番１号 

    摂  津  市 

   代表者 摂津市長           

 

乙  住 所 

    

氏 名              ㊞ 

 

 

S
a

m
p

le
 



作 成 例 

狭あい道路拡幅整備等に係る工事費見積書 

 

令和  年  月  日 

 

 

様 

 

 

 

業者名         印 

 

 

 

摂津市          地内      様宅の狭あい道

路拡幅整備等工事の費用について、次のとおり見積りします。 

 

 

 

金 額             円 

 

 

 

 

 

添付 見積内訳 

 

 

 

 

 

 



 見積内訳 

区  分 規格・形状 数 量 単位 単 価 金 額 

測

量

業

務 

分筆登記な

どの費用 

  式   円 円 

小 計      

拡

幅

整  

備 

工

事 

舗装工事 
 

 

 ㎡   

側溝工事 
 

 

 ｍ   

集水桝(取付

管あり)工事 

  箇所   

集水桝(取付

管なし)工事 

  箇所   

小 計      

諸 経 費      

合   計      

 

 



（参  考） 

狭あい道路拡幅整備等に係る工事費請求書 

 

令和  年  月  日 

 

 

様 

 

 

 

業者名          印 

 

 

 

摂津市          地内で施行した狭あい道路拡幅整備

工事等の費用について、次のとおり請求します。 

 

 

 

金 額             円 

 

 

 

添付 請求内訳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 請求内訳 

 

区 分 規格・形状 数 量 単位 単 価 金 額 

測

量

業

務 

分筆登記な

どの費用 

  式   

小 計 
 

 

    

拡

幅

整  

備 

工

事 

舗装工事 
 

 

 ㎡   

側溝工事 
 

 

 ｍ   

集水桝(取付

管あり)工事 

 

 

 箇所   

集水桝(取付

管なし)工事 

 

 

 箇所   

小 計 
 

 

    

諸 経 費 
 

 

    

合   計 
 

 

    

 

 

 

 


